別紙３
総合評価審査委員会の設置について
１．趣旨
本学が発注する工事に関し，競争参加者の技術提案に基づき価格に加え価格以外の要素も総合的に評価して落札者を決定する方式（以下「総合評価方式」 という。）における技術提案等に対し，中立かつ公正な審査・評価を行うため，総合評価審査委員会（以下「委員会」という。）を設置する。
２．審議事項
審査委員会は，次の事項について審議する。
(1)　総合評価方式の実施方針に関すること。
(2)  個別工事に係る技術提案の評価方法に関すること。
(3)  個別工事に係る技術提案の審査・評価に関すること。
３．委員会の構成
(1)  委員会の構成は，次のとおりとする。　
 委員長 財務部長
 　　　委　員 財務課長
 　　　委　員 施設課長
 　　　委　員 学外の学識経験者 １名
(2)  前号の委員のうち，学外の学識経験者の任期は２年とし，再任を妨げない。ただ
し，委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。
(3)  委員会は，必要があると認めたときは，委員以外の者の意見を求めることができ
るものとする。
４．委員会の運営
(1)  委員会は，委員長が招集する。
(2)  委員会の庶務は，財務部施設課において処理する。

 附 記
この委員会の設置後最初に選出される学外の学識経験者の委員の任期は，第３項第２号本文の規定にかかわらず，平成21年３月31日までとする。


